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個人事業主の皆様へ　申告期限が延長されました。

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                            

  

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納
付することができない場合、税務署に申請することにより、
次の要件のすべてに該当するときは、原則として１年以内の
期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署（徴収担
当）にご相談ください。 

国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難
にするおそれがあると認められること。  
納税について誠実な意思を有すると認められること。   
猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。   
納付すべき国税の納期限から６か月以内（注）に申請書が提出されて

。 
 

要 件 （ 換 価 の 猶 予 ） 

（注）既に滞納がある場合や滞納となってから６月を超える場合であっても、税務署長
の職権による換価の猶予（国税徴収法第 151条）が受けられる場合もあります。 

内 容 （ 猶 予 が 認 め ら れ る と ） 

  原則として１年間納税が猶予されます（状況に応じて更に１年間猶
予される場合があります。）。 
猶予期間中の延滞税が軽減（注）されます。   

財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。   
（申請による換価の猶予：国税徴収法第 151条の２）

 

原則、担保は不要です（担保の提供が明らかに可能な場合を除く。）。 ※ 

国税庁 

 

（注）通常 年 8.8％→軽減後 年 1.0％（令和３年中の利率） 

 新型コロナウイルスの影響により国税の納付が困難な方へ

猶 予 制 度 が あ り ま す

更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。
（3ページをご参照ください。）

いること。

税　　目 当　　初 延　長　後
申告所得税 令和３年３月15日㈪

令和３年
４月15日㈭

個人事業者
の消費税 令和３年３月31日㈬

贈与税 令和３年３月15日㈪

税　　目 当　　初 延　長　後

申告所得税 令和３年４月19日㈪ 令和３年
５月31日㈪

個人事業者
の消費税 令和３年４月23日㈮ 令和３年

５月24日㈪

○
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・
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限

○
振  

替  

日
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※※  地地方方税税やや社社会会保保険険料料ににつついいててもも同同様様のの制制度度がが設設けけらられれてていいまますす。。  

    地地方方税税ににつついいててはは総総務務省省ののホホーームムペペーージジをを、、  

社社会会保保険険料料ににつついいててはは厚厚生生労労働働省省ののホホーームムペペーージジををそそれれぞぞれれごご確確認認くくだだささいい。。

    総総務務省省：：hhttttppss::////wwwwww..ssoouummuu..ggoo..jjpp//mmeennuu__kkyyoottssuuuu//iimmppoorrttaanntt//kkiinnkkyyuu0022__000000339999..hhttmmll  

    厚厚生生労労働働省省：：hhttttppss::////wwwwww..mmhhllww..ggoo..jjpp//ssttff//nneewwppaaggee__1100992255..hhttmmll  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

次のような個別の事情がある場合は、延滞税なしで納税の
猶予が認められることがありますので、ご相談の際、お申し
出ください。 

  新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行
われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 

個 別 の 事 情 の 具 体 例 （ 納 税 の 猶 予 ） 

  納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、
国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用 

  納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、
国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失
や費用に相当する金額 

  納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損
失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損
失額に相当する金額 

内 容 （ 猶 予 が 認 め ら れ る と ） 

  原則として１年間納税が猶予されます（状況に応じて更に１年間猶
があります。）。予される場合  

猶予期間中の延滞税が軽減（注）又は免除されます。   

財産の差押えや換価（売却）が猶予されます。   
（納税の猶予：国税通則法第 46条） 

 
 
 
 
 

（注）通常 年 8.8％→軽減後 年 1.0％（令和３年中の利率） 

猶 予 の 申 請 方 法 等 

  郵送（様式は国税庁ＨＰから入手可能）又は e-Taxをご利用ください。 
  「猶予申請書」を所轄の税務署に提出してください。 

  収支状況などの確認のため、帳簿等の書類の準備をお願いしますが、
書類の提出が難しい場合は、職員が口頭でお伺いします。 

  

国税の猶予の詳細はこちら

 

国税庁 
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納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付猶予特例終了後
も、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられ
ることがありますので、お早めに管轄の年金事務所へご相談くださ
い。（ご相談は電話でも受け付けています。） 
※ 納付猶予特例とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収
入に相当の減少があった場合に、無担保・延滞金なしで、１年間納付を猶予する
仕組み。（令和２年１月分から令和２年12月分までの厚生年金保険料等が対象）

新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料
等の納付が困難な事業主の皆様へ 

○ 猶予期間中の各月に分割して納付いただけます。
○ 猶予期間中は、延滞金が年8.8%から1.0%に軽減されます。
○ 財産の差押や換価（売却等現金化）が猶予されます。

厚生年金保険料等の猶予制度を受けた場合 

○ 猶予期間は、原則、1年以内となります。
○ なお、１年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の状
況を確認の上、1年を超える期間を前提とした分割納付も認めら
れることがあります。詳しくは、年金事務所にご相談ください。

猶予を受けられる期間 

○ 担保を提供できることが明らかな場合を除いて担保の提供は不
要となります。

担保の提供 

※ 国税、地方税又は労働保険料等に猶予申請をされた場合、その際の申請書や財産
収支状況書等の写しを添付することで、一部の記載や書類の添付が省略できます。
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2021/4/12020/12/22

公布日 施行日

新様式

旧様式

新様式�旧様式�

新様式により届け出ることもできます。

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも提出することができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。(裏面を参照)

旧様式

2021年４月から36協定届の様式が新しくなります

36協定届における押印・署名の廃止

 労働基準監督署に届け出る36協定届について、
使用者の押印及び署名が不要となります。

36協定届が
　　　新しくなります

☞ 36協定届の電子申請はこちら☞そのまま出せる36協定届を作成☞ 36協定届様式のダウンロード

36協定と36協定届を兼ねる場合の留意事項！

※時間外・休日労働に関する協定届

※記名はしていただく必要があります。

過半数代表者の選任にあたっての留意事項

管理監督者でないこと
36協定を締結する者を選出することを明らかに
した上で、投票、挙手等の方法で選出すること

使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

労働基準監督署

④労働者に周知

36協定（労使協定）の内容を36協定届（様式第９号等）に記入

① 労働者代表と使用者で合意のうえ、36協定（労使協定）を締結

②

③ 36協定届を労働基準監督署に届出

時間外・休日労働が生じるときはどうすればいいの？Ｑ

④ 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知
労働者代表 使用者

①合意のうえ、締結

36協定
（労使協定）

③36協定届を届出

②36協定（労使協定）の
内容を36協定届に記入

電子申請による
届出が可能

36協定届

36協定の協定当事者に関する
チェックボックスの新設

 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表（※）に
ついてのチェックボックスが新設されます。
※労働者代表：事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

新様式？旧様式？

※施行日までの間であっても、押印又は署名がなくとも届け出ることができます。
※施行日以後は、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付して届け出ることもできます。

2020/12/21 2021/3/31 2021/4/12020/12/22

公布日 施行日

新様式

旧様式 旧様式

新様式により届け出ることもできます。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労使で合意したうえで労使双方の合意が
なされたことが明らかとなるような方法

（記名押印又は署名など）により36協定を
締結すること

（2020.12）

！
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霧島商工会議所青年部ウブコックミニ
UBUKOKmini通信 ２月号

令和2年度  第1回臨時総会

霧島商工会議所青年部　令和二年度会長
小田原　惇

あけましておめでとうございます。皆様におかれましては健やかな新春をお迎
えのことと謹んでお慶び申し上げます。
旧年中は霧島商工会議所青年部（霧島YEG）の諸活動に対しまして、多くの
皆様方から格別のご支援ご協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。
昨年 4月の定期総会において、皆様の推挙をいただき霧島商工会議所青年部
18代目会長の任を授かり、初めての新年を迎えました。日々責任の重さを感じ
ております。
さて昨年を振り返りますと、コロナ禍において多くの事業が中止の判断や事業

縮小を余儀なくされた年でございました。『第 56回霧島国分夏まつり』では金丸実行委員長のもと、青年
部が主管となり準備を進めてまいりましたが、全国的なコロナウイルスの影響を受けて中止の判断といたし
ました。中止や事業縮小の中でも「霧島市飲食店エールプロジェクト」では金丸団長がコロナ禍において経
営に支障が出ている市内の飲食店を応援する為に、クラウドファンディングを用いた応援企画を立ち上げ
支援者を募りました。そして、当初の目標金額を上回る2,948万円のご支援を頂きました。市内外はもと
より全国からのご支援ご協力をいただきました多くの皆様に改めて感謝申し上げます。
本年も、霧島商工会議所青年部員39 名一丸となり邁進してまいります。今後とも皆様のより一層のご
支援ご協力を心よりお願い申し上げます。
最後になりますが、新型コロナウイルスが一刻も早く終息することを願い、皆様方のこの新しい年がより
良き年になるよう心よりご祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

1月13日（水）霧島商工会議所にて第1回
臨時総会を執り行いました。令和3年度の会長
と常任委員について議題が用意され、立候補に
よる会長選出並びに常任委員の選出があり、審
議の結果全会一致で可決されました。

年 頭 の ご 挨 拶
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このようなことでお困りではありませんか？「どんな情報交換をすると問題な
の？」「注文どおりなのに返品された！」「うちは消費増税分は支払わないよ！」
霧島商工会議所では、独占禁止法、下請法及び消費税転嫁対策特別措置法に関す

る御相談を受け付けています。内容、御希望により、公正取引委員会の窓口を紹介
します。

相談窓口：霧島商工会議所　TEL.0995-45-0313

独占禁止法相談ネットワークの御利用をお待ちしています
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